
給付方法 納期限又は振替日  保　険　料　額 
（平成22年度） 

割　引　額 
（平成22年度） 

毎月納付  
 
 
 
 
 
6ケ月前納 

納 付 書  

口 座 振 替  

口座振替【早割】 

納 付 書  

クレジット納付 

口 座 振 替  

納期限：翌月末  

振替日：翌月末  

振替日：翌月末  

納期限：10月末  

振替日：10月末  

振替日：10月末  

 
 
15 , 100円  
 

15 , 050円  

89 , 860円  

89 , 860円  

89 , 570円  

 
 
 
 

5 0円  

740円  

740円  

1 , 030円  

町府民税（第2期分）・国民健康

保険税・介護保険料・後期高

齢者医療保険料（8月分） 

の納期限は8月31日です。 

 忘れずに期限内に納めましょう。 

国
民
年
金
保
険
料

国
民
年
金
保
険
料
の
お
支
払
支
払
い
は
、口
座
振
替

口
座
振
替
が
お
ト
ク
で
す
。 

国
民
年
金
保
険
料

国
民
年
金
保
険
料
の
お
支
払
支
払
い
は
、口
座
振
替

口
座
振
替
が
お
ト
ク
で
す
。 

国
民
年
金
保
険
料
の
お
支
払
い
は
、口
座
振
替
が
お
ト
ク
で
す
。 

老
人
医
療

老
人
医
療（
一
部
負
担
金
相
当
額
等

部
負
担
金
相
当
額
等
一
部
助
成

部
助
成
）医
療
証

医
療
証
の
更
新
更
新
に
つ
い
て 

老
人
医
療

老
人
医
療（
一
部
負
担
金
相
当
額
等

部
負
担
金
相
当
額
等
一
部
助
成

部
助
成
）医
療
証

医
療
証
の
更
新
更
新
に
つ
い
て 

老
人
医
療（
一
部
負
担
金
相
当
額
等
一
部
助
成
）医
療
証
の
更
新
に
つ
い
て 

　　
国
民
年
金
保
険
料
の
お
支
払
を
口
座
振

替
す
る
と
、
振
替
方
法
に
よ
っ
て
は
保
険

料
が
割
引
さ
れ
ま
す
（
納
付
方
法
別
保
険

料
額
表
参
照
）。
ま
た
、
口
座
振
替
だ
と

保
険
料
の
お
支
払
忘
れ
の
心
配
も
な
く
、

金
融
機
関
に
お
支
払
い
に
行
く
手
間
も
省

け
て
便
利
で
す
。

　
口
座
振
替
の
お
申
し
込
み
は
、
豊
中
年

金
事
務
所
ま
た
は
金
融
機
関
の
窓
口
で
受

け
付
け
し
て
い
ま
す
。

《
手
続
き
に
必
要
な
も
の
》

・
年
金
手
帳
　
・
預
金
通
帳
　
・
通
帳
の

届
出
印

※
口
座
振
替
の
開
始
は
、
お
申
し
込
み
い

た
だ
い
た
日
か
ら
２
ヶ
月
程
度
か
か
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
手
続
き
は
お
早
め

に
お
願
い
し
ま
す
。

　
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
は
被
保
険
者

ご
自
身
か
ら
事
前
に
豊
中
年
金
事
務
に
お

申
し
込
み
い
た
だ
き
、
以
後
、
継
続
的
に

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
が
年
金
事
務
所

に
立
替
納
付
を
行
う
も
の
で
す
。（
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
提
示
さ
れ
、
直
接
納
付

い
た
だ
く
方
法
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

　
豊
中
年
金
事
務
所
　
　
　
　
　

☎
06-

６
８
４
８-

６
８
３
１

　
能
勢
町
役
場
住
民
福
祉
課
医
療
係
　
　

☎
７
３
４-

０
１
５
８

　
65
歳
以
上
の
障
害
の
あ
る
方
な
ど
に
、

老
人
医
療
（
一
部
負
担
金
相
当
額
等
一
部

助
成
）
医
療
証
を
交
付
し
て
い
ま
す
が
、

そ
の
医
療
証
の
有
効
期
限
が
７
月
31
日
ま

で
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
有
効
期
限
を
更

新
し
た
医
療
証
を
７
月
下
旬
に
対
象
者
の

方
に
発
送
し
て
い
ま
す
。（
た
だ
し
、
対

象
者
の
所
得
額
が
制
限
額
以
上
の
場
合
は

交
付
で
き
ま
せ
ん
。）

　
医
療
証
更
新
申
請
書
を
あ
わ
せ
て
送
付

し
て
い
ま
す
の
で
、
必
要
事
項
を
ご
記
入

押
印
の
う
え
、
役
場
住
民
福
祉
課
医
療
係

ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
８
月
以
降
、
医
療
機
関
（
大
阪
府
内
）

を
受
診
さ
れ
る
場
合
は
、
新
し
い
医
療
証

で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

※
老
人
医
療
（
一
部
負
担
金
相
当
額
等
一

部
助
成
）
医
療
証
交
付
対
象
者
と
は
、
65

歳
以
上
の
方
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
方
で
す
。
こ
れ
ま
で
交
付
を
受
け
て

い
な
か
っ
た
方
で
も
、
交
付
を
希
望
さ
れ

る
場
合
は
、
役
場
住
民
福
祉
課
医
療
係
ま

で
申
請
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

①
障
害
者
医
療
費
助
成
制
度
に
該
当
す
る

方・
身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
２
級
所
持
者

・
重
度
の
知
的
障
害
者

・
中
度
の
知
的
障
害
者
で
身
体
障
害
者
手

　
帳
所
持
者

②
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
助
成
制
度
に
該

当
す
る
方

③
特
定
疾
患
医
療
受
給
者
証
を
お
持
ち
の

方④
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に

対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
結

核
に
か
か
る
医
療
を
受
け
て
い
る
方

⑤
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
精
神
通

院
医
療
を
受
け
て
い
る
方

い
ず
れ
も
本
人
の
所
得
制
限
が
あ
り
ま

す
。

　
住
民
福
祉
課
医
療
係

☎
７
３
４-

０
１
５
８

問 問 

問 

9 平成22年8月号 


